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協賛２００店舗！！結婚応援パスポートの運用を開始します 

 

結婚を希望するカップルや新婚夫婦が協賛店で提示することで、割引や特典など

のサービスの提供を受けることができる「結婚応援パスポート」の運用を次のとお

り開始しますので、お知らせします。 

記 

 

１ 制度概要 

  （１）対象者 

①２年以内に結婚を予定するカップル（カップルカード） 

②結婚から２年以内の新婚夫婦（新婚カード） 

（２）入手方法 

県が運用している「ももっこアプリ」をダウンロードした上で、アプリ内

で必要事項を入力し、利用申請することでカードが表示される。 

※紙のカード交付は行わない。 

 

【ダウンロード方法等】  

 アプリのダウンロードや利用申請の方法など、詳細はＨＰをご覧ください。 

  ▼公式ＨＰ 

 https://8092-okayama.jp/kekkon_pp 

 

２ 運用開始日（協賛店での利用開始） 

令和６(2024)年１１月２２日（金） 

※利用申請は本日１５日から開始します。 

   

３ 協賛店  

協賛店数（R6(2024).11.13 時点）：２００店  

  ※サービス内容等の詳細は「結婚応援パスポート協賛店一覧」のとおり 
 

【業種別協賛店数】   

小売（卸売）業 80 文化・レジャー施設 30 

飲食店 48 ブライダル 17 

宿泊業 6 その他 14 

理美容 5 合計 200 



４ カード等のデザイン 

  （カード） 

 

 

 

 

 

 

 

（協賛店証）            （ステッカー） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ポスター） 

  


